
                                 2018年 9月 11日 
 

グラントソントン致同 Japan Desk News Flash 

2018 年第 12 号 
 

 
今回のテーマ：中国個人所得税法の改正（主要なポイント） 

 

2018年 8月 31日、全国人民代表大会常務委員会の「中華人民共和国個人所得税法」に

関する決定（”決定”）が公布された。2019年 1月 1日から実施される予定である。新しい課

税基準と税率は 2018年 10月 1日より実施される。今回はこの中から 2つの重要なポイントに

ついて紹介する。 

１、2018年 10月 1日より実施される新しい課税基準と税率 

２、居住者と非居住者の認定について（183日） 

 

 新しい課税基準と税率（給与所得） 

2018年 10月 1日から 2018年 12月 31日まで、課税者の給料所得は毎月の収入額から

5000元の（控除）、特定控除項目及びその他の控除項目を控除した残高を課税所得額とし、

本決定第 16条の個人所得税税率表一（総合所得適用）に従って、月次で換算した上で、

税金を計算及び納付する。付加控除項目を控除しない。 

 

 

例： 

明君の毎月の給料は8,000元、社会保険料と住宅積立金の個人負担分は1,760元（給料

総額の 22%）。 

2018年 9月分の個人所得税と 2018年 10月分の個人所得税を計算する。 

 

 

 

毎月課税所得額は、3,500元の控除適用後の金額 毎月課税所得額は、5,000元の控除適用後の金額

（2018年9月30日以前の課税額） （2018年10月1日以降の課税額）

1 1,500元以下 3,000元以下 3

2 1,500元以上4,500元以下の部分 3,000元以上12,000元以下の部分 10

3 4,500元以上9,000元以下の部分 12,000元以上25,000元以下の部分 20

4 9,000元以上35,000元以下の部分 25,000元以上35,000元以下の部分 35

5 35,000元以上55,000元以下の部分 35,000元以上55,000元以下の部分 30

6 55,000元以上80,000元以下の部分 55,000元以上80,000元以下の部分 35

7 80,000元以上の部分 80,000元以上の部分 45

ランク
税率

（％）

給料総額 控除額
社会保険と

住宅積立金
課税所得額 税率 個人所得税

9月分給料 8,000 3,500 1,760 2,740 10% 169

10月分給料 8,000 5,000 1,760 1,240 3% 37



● 居住者と非居住者の認定について 

※基本的に外国人駐在員は「住所」を有さない。 

 

お見逃しなく 

 新しい個人所得税税法は、居住者認定期間基準を 1 年から累計 183 日へと短縮する。

住所を有さず、5 年に満たない期間居住する外国人の所得免税基準に影響を及ぼすため、

引き続き注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

区分 
定義 

2018年 12月 31日まで 2019年 1月 1日より 

居住者 中国国内に住所を有し、又は住所を有

しないが国内において満一年居住した

個人 

 中国国内に住所を有し、または住所を有

しないが中国国内において満 183 日居住

した個人 

非居住者 中国国内に住所を有しない、且つ居住

しない個人、または住所を有しないが国

内において 1年以下居住した個人 

中国国内に住所を有しない、且つ居住し

ない個人、または収書（←？）を有しない

が、課税年度内に国内における居住期間

が累計 183 日以下の個人 
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